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健
康
福
祉
課　

撒（
５７
）４
１
７
３

　

介
護
保
険
施
設
に
入
所
す
る
と
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
１
割
ま
た
は

２
割
を
負
担
す
る
ほ
か
に
、
居
住

費
・
食
費
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
所
得
の
低
い
方
の

居
住
費
・
食
費
に
つ
い
て
は
負
担
の

上
限
額（
負
担
限
度
額
）が
定
め
ら
れ
、

費
用
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
軽
減

を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

　

次
の
①
か
ら
③
を
す
べ
て
満
た
す

方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

① 

要
介
護（
要
支
援
）認
定
を
受
け
て

お
り
、
ご
利
用
者
が
所
属
す
る
世

帯
全
員
が
町
民
税
非
課
税
の
方

②
配
偶
者
が
町
民
税
非
課
税
の
方

　

（
世
帯
が
同
じ
か
ど
う
か
は
問
わ

　

な
い
。）

③
預
貯
金
等
の
金
額
が
次
の
基
準
額

　

を
超
え
な
い
方

・
配
偶
者
の
い
る
方

　
　
　
　
　
　
　

…
合
計
２
千
万
円

・
配
偶
者
の
い
な
い
方

　
　
　
　
　
　
　

…
１
千
万
円

・
本
人
と
配
偶
者
の
印
鑑

・
本
人
と
配
偶
者
の
預
貯
金
口
座
残

　

高
の
写
し

品
程
度
）、
希
望
者
に
は
別
日
に

尿
中
塩
分
測
定
を
実
施

儡
無
料　

三
角
巾
、
エ
プ
ロ
ン
、
筆

記
用
具
、
お
手
ふ
き

 

８
月
１
日（
火
）〜
31
日（
木
）電
話

ま
た
は
直
接
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

（
土
日
祝
日
は
除
く
）

　

健
康
福
祉
課
管
理
栄
養
士

健
康
福
祉
課　

撒（
５７
）４
１
７
１

　

血
液
は
人
工
的
に
作
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
一
人
で
も
多
く
の
人
を

救
う
た
め
、
み
な
さ
ま
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

８
月
８
日（
火
）10
時
〜
12
時

町
保
健
セ
ン
タ
ー

※
全
血
献
血
の
み
で
す
。
成
分
献
血

　

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

に
な
っ
た
方
で
も
、
そ
の
後
、
世

　

帯
構
成
・
所
得
状
況
・
預
貯
金
額

　

等
が
変
更
に
な
っ
た
場
合
に
は
再

　

度
の
判
定
が
可
能
で
す
。
再
申
請

　

を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
平
成
28
年
８
月
か
ら
は
課
税
年
金

　

（
老
齢
年
金
な
ど
）
の
他
、
非
課

　

税
年
金（
遺
族
年
金
と
障
害
年
金
）

　

収
入
も
含
め
て
判
定
す
る
こ
と
に

　

な
り
ま
す
。

　

利
用
す
る
施
設
に
「
介
護
保
険
負

担
限
度
額
認
定
証
」
を
必
ず
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

※
提
示
し
な
い
場
合
に
は
、居
住
費
・

　

食
費
の
軽
減
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

　

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

健
康
福
祉
課　

撒（
５７
）４
１
７
１

　

塩
分
に
気
を
つ
け
た
か
ら
だ
ス
ッ

キ
リ
な
食
事
の
話
、
ミ
ニ
調
理
実
習

を
行
い
ま
す
。
希
望
者
に
は
後
日
塩

分
測
定
も
あ
り
ま
す
。

９
月
８
日（
金
）13
時
30
分
〜
15
時

町
公
民
館

町
在
住
者

先
着
15
人

 

講
話
、
ミ
ニ
調
理
実
習
（
試
食
２

※
銀
行
名
・
支
店
名
・
口
座
番
号
・

　

名
義
人
と
最
終
の
残
高
（
申
請
日

　

よ
り
２
か
月
以
内
に
記
帳
さ
れ
た

　

も
の
）
が
分
か
る
よ
う
に
お
願
い

　

し
ま
す
。

・
そ
の
他
投
資
信
託
・
有
価
証
券
等

　

が
あ
る
場
合
に
は
、
証
券
会
社
や

　

銀
行
の
口
座
残
高
の
写
し

・
負
債
が
あ
る
場
合
は
借
用
証
明
書

　

の
写
し
（
預
貯
金
額
等
か
ら
差
し

　

引
き
ま
す
。）

※
配
偶
者
が
い
な
い
場
合
は
、
上
記

　

添
付
書
類
は
ご
本
人
分
の
み
に
な

　

り
ま
す
。

・
金
融
機
関
へ
の
照
会
に
対
し
て
の

　

同
意
書
に
本
人
と
配
偶
者
の
署

　

名
・
捺
印
を
い
た
だ
き
ま
す
。

・
申
請
書
類
に
不
備
が
あ
る
と
受
付

　

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
よ
く
確
認

　

し
て
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
認
定
期
間
は
、
申
請
の
あ
っ
た
月

　

の
初
日
か
ら
翌
年
（
１
月
以
降
の

　

申
請
は
同
年
）
７
月
31
日
ま
で
で

　

す
。

・
前
年
度
の
所
得
が
未
申
告
の
方
は
、

　

町
税
務
課
に
て
申
告
を
済
ま
せ
て

　

か
ら
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
毎
年
更
新
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

施
設
入
所
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の

　

利
用
の
見
込
み
が
あ
る
場
合
に
は
、

　

早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
一
度
申
請
を
し
て
非
該
当


